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   令和６年度事業計画書 

 
１． 基本方針 
  学校給食については、近年、異物混入などが散見され、食の安全を脅かす事案が発生し

問題となっている。 
また、新型コロナウイルス感染症については、感染症の位置づけが昨年５月８日から５

類へ移行されたが、社会全体へ影響を与え続けており、給食食材の価格高騰などの状況が

続いている。また、５年度２学期からインフルエンザの流行が見られ学級・学年閉鎖など

の措置が取られ給食の中止などが相次いで発生した。 
また、ロシアのウクライナ侵攻の影響による穀物価格の高騰と、原油価格の急激な高騰

による運送費の上昇と食材価格の上昇など、引き続き厳しい財政運営が予想される。 
このような状況、学校給食について、引き続き安定した供給に向けた事業推進に努力を

行っていくものである。 
  松江市教育委員会においては、物価上昇による食材費の仕入れ価格の高騰に伴う給食費

の不足を補うとともに、予想を超える物価高騰の継続の状況に対応し、栄養バランスや献

立水準の維持を確保した学校給食の安定供給を行うため、保護者の理解を得ながら、令和

5 年度２学期からは、平成２６年度 2 学期の改定から９年ぶりとなる給食費の値上げ改定

が実施された。 
給食費の改定はなされたが、本会の財政状況は依然として厳しい状況にあるため、常に

情報収集に努め、諸物価の動向を注視するとともに、松江市教育委員会、各学校給食セン

ターと連携して安定経営が図られるよう努め、より一層連携を密にしていく必要がある。 
あわせて、納入業者や関係機関とも連携を強化し、より安全・安心な食材物資の選定・

調達・安定供給に努めるとともに、本会事業について市民・関係機関との協働を推進する

ため、ホームページの活用など広報の充実にも努めていくものである。 

  
２．事業期間 
  令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

 
３．重点項目 
（１）公益法人の安定経営 

①公益目的事業の充実 
  公益認定法第２条第４項別表７及び９に掲げる、児童又は青少年の健全な育成 
を目的とする事業、教育を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな 
人間性を涵養することを目的とする事業を基本として、定款第３条、第４条に掲 
げる事業を実施する。会計は、公益目的事業会計と法人会計とし、令和６年度当 
初予算における公益目的事業比率は９８．２０％とする。 

 
②収支管理の強化 
ア 収支相償に対応する収入の確保 

公益法人の運営は収支相償で行うこととされている。近年特に生鮮食品の価格
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変動は大きく、揚げ油や食材について値上がりする品目が増えている。また、穀

物の価格や燃料費、運送費も値上がり傾向が続くことが予想される。 
このような中、給食費の値上げの改定が実施されたが、今後も引き続き、食材

物資の代金の支払いの収入の確保、適正な受取給食費の受け入れが必要であり、

松江市教育委員会と連携し収入の確保に努める。 

     
イ 支出の抑制 

      学校給食用物資の納入指定業者の拡大や競争性の強化を図ると共に、随時価格

交渉を行い食材仕入高の抑制に努める。 

 
（２）安全・安心・良質な食材物資の選定・調達 

    (公財)島根県学校給食会（以下「県給食会」という。）、納入指定業者等と連携し食材

の産地、アレルギー物質、放射性物質、残留農薬、微生物、栄養価、成分配合割合等

を調査・確認し、良質で安全・安心な食材物資の選定・調達・配給に努める。 

 
 （３）食材物資の衛生管理 
   ①衛生管理の啓発（衛生管理研修会の開催） 

学校給食用物資納入指定業者を対象に、２年に１回衛生管理研修会・意見交換会を

開催し、納入指定業者の衛生管理の向上を図り、食中毒・異物混入の発生防止に努め

るものとする。 

 
   ②異物混入対策  
     異物については、各納入業者、各学校給食センターにおいてその混入防止や発 

見・除去に努めていただいているところであるが、食材物資から異物が発見され 
た場合は、異物の特定を行い、発生原因等を検証して再発防止に努める。 

    
③食品微生物・放射性物質対策 

     各学校給食センターが定期的に実施する食材の食品微生物検査結果や納入業者が

提出する放射性物質検査結果などを注視し安全確認を行う。 

   
 ④工場等の視察 

     異物混入事案や食品微生物検査の結果によっては、県給食会や松江保健所等と 
連携し、工場等への視察を行い改善等の指導を行う。 

 
（４）地産地消の推進 

 ①契約栽培 
     引き続きＪＡしまね、松江市農政課等と連携し、契約栽培に参加する農家の増加

を図るなど、契約栽培の安定運営により学校給食で必要とする規格品が安定的に供

給されるよう努める。なお、地産地消率については、松江市教育委員会において、

令和４～６年度において、市内で栽培された野菜の使用割合の目標を４４％と設定

されたことから、当会としてもこの目標の達成に向けて取り組む。 
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②地場産物の利用促進 

    ア 野菜・肉など食材物資の選定においては、品質や規格、価格が同等同価格のも

のについては松江市産・島根県産を選定する。 

     
イ 地場産野菜など地場産物を原料とする加工品については、価格交渉や利用計   

画の調整などを行い、利用の促進に努めるものとする。また、まつえ農水商工連携

事業やしまねブランド開発製品など地場産物を原料とする製品開発について協力

する。 

 
４．事業概要 
（１）学校給食用物資納入指定業者登録 

学校給食用物資の購入は、納入希望業者を公募し登録審査会の審査を経て登録した

５７業者（業種別重複あり：主食７業者・牛乳２業者・副食５１業者）から購入する。

登録期間は２年間で、令和６年４月１日～令和８年３月３１日である。 

 
（２）給食用食材物資の選定・調達 

①主食 
   ア 精米・小麦粉 
    精米、小麦粉は、地産地消と安定供給を図るため、前年度と同様、県給食会から

購入する。精米については、市内産きぬむすめ１等米の納入を受けている。 
パン用小麦粉は、国内産（県内産２０％、県外産８０％）、麺用小麦粉は、オース

トラリア産１００％である。価格は国内産小麦、輸入小麦とも値上がりすると見込

まれている。 

 
イ ごはん、パン、麺 

県給食会と各炊飯・加工業者との委託契約により、炊飯３業者、パン２業者、 
麺１業者から購入する。加工賃については、値上げが見込まれる。 

 
②牛乳 

     「学校給食用牛乳供給対策要綱」（文部科学省事務次官通達）及び「島根県学校 
    給食用牛乳供給実施方針」に基づき、配分調整機関である県給食会と牛乳供給事 

業者（２業者）及び本会との三者契約によって購入する。牛乳はすべて県内産で 
ある。 

価格については、国の学校給食用牛乳供給事業により、地域間で生じる格差を 
補てんすることにより、県内同一価格で提供されている。学校給食用については、

毎年値上げの状態が続いており、燃料費、運送費や包材費などの影響により、令和

６年度も値上げが予定される。 
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③副食物資 

  ア 学校給食用物資選定会 
３センター（北学校給食センター、南学校給食センター、西学校給食センター）

で使用する副食物資は、夏休み対応月を除き毎月、学校給食用物資選定会を開催し

て選定する。納入を希望する指定業者から見積書、サンプル、ポジティブリスト等

の証明書を徴取し、「学校給食用物資選定基準・分類表」に基づき、成分、栄養、添

加物、アレルギー物質の有無、食味、食感、産地、価格等を比較検討し、物資を決

定する。使用頻度が高く価格変動の少ない物資（調味料、冷凍食品、缶詰等）は学

期毎に、野菜、食肉等の生鮮品は月毎に選定する。 

 
イ その他の学校給食センターで使用する副食物資は、３センターへ納入する業者 

の他、地元の納入指定業者へも発注する。 

   
ウ 主要副食物資の価格動向 

     ここ近年の天候不順による生鮮野菜の高騰やロシアのウクライナ侵攻の影響によ

る穀物価格の高騰と、原油価格の高騰による運送費の上昇と食材価格の上昇によ

り、全体的に価格の値上がり傾向が続いている。今後も、生産者の高齢化や離農

の進行により値上がり傾向は続くと思われる。 
また、冷凍食品の価格も、品目によりまちまちであるが横ばいもしくは値上げが

見込まれる。 
 依然として、今後の価格変動の予測は難しい状況が続いているため、常に価格動

向を注視しながら、各学校給食センターとの連携を図り、安定的な物資選定に努め

る。 

 
   ④廃棄食材の対応 
     急な学校・学級閉鎖により使用できない食材については、メニュー変更などによ

りできるだけ使用するように努めていただいているが、それでも使用できない食材

については松江市社会福祉協議会を通じて市内福祉施設や「こども食堂」へ提供す

ることで廃棄食材の減少に努める。 
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（３）納入 

①納入先 

学校給食 
センター等 

小学校 中学校 幼稚園 計 

北 
中央・津田・川津 
朝酌・持田・本庄 
美保関・八束前期 

第二・第四 
本庄・美保関

八束後期 

中央・津田・川津 
朝酌・持田 

１９

南 
雑賀・古志原・竹矢 
乃木・忌部・大庭 

玉湯前期 

第三・湖南 
湖東 

玉湯後期 

雑賀・古志原 
大庭・たまゆ 

１６

西 
母衣・城北・内中原 
法吉・生馬・古江 

大野・秋鹿 
第一・湖北 

母衣・城北 
古江・秋鹿 

１５

鹿島 恵曇・佐太・鹿島東 鹿島 佐太・講武 ７

島根 島根 島根 － ３

八雲 八雲 八雲 － ３

宍道 宍道・来待 宍道 － ４

東出雲 出雲郷・揖屋・意東 東出雲 － ５

８ ３３ １６ １５ ７２

※ 恵曇・生馬・竹矢・本庄・大野・忌部幼稚園は休園。 
※ 食材は、原則として物資納入業者が搬送する。 
※ 主食（ご飯、パン、麺）・牛乳は各学校へ直接納入、副食材は各学校給食セ 

ンターへ納入する。 

 
②副食物資納入時間(各給食センターにより若干異なる) 

    とうふ、もやし、生クリーム、ヨーグルト、調理用牛乳、精肉は、概ね当日朝 
８時～９時、その他の物資は、原則として使用前日の午後１時～３時。 

 
 
③給食提供期間 

学期 給食提供期間 

１ ４月１０日(水)～ ７月１８日(木) 

２ ８月３０日(金)～１２月２４日(火) 

３ １月 ９日(木)～ ３月２１日(金) 
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（４）給食費（令和５年度２学期からの保護者負担額） 

 給食費単価             （単位：円(税込)／食） 

区 分 完全給食 牛乳給食 

小学校 ２９１ － 

中学校 ３３３ － 

幼稚園 ２７０ ６１ 

＊幼稚園 
     たまゆ、佐太、講武幼稚園は完全給食。他の幼稚園は牛乳給食。 

 
 （５）給食提供予定数 
     幼稚園   約    ３９，０００食 
     小学校   約 ２，０４５，０００食 
     中学校   約   ９７５，０００食 

 
５．会議等開催予定 

会議等名 
開 催 
予定月 

内容 

監査会 ６ 監査 

定例理事会 ６・３ 事業計画、収支予算、事業報告他 

定時評議員会 ６ 収支決算 

学校給食事務説明会 ４ 
各給食センター管内毎に、各学校の給食担当者に対

する説明 

学校給食用物資選定会 
毎月 

(夏休除)
給食用物資の選定（北・南・西センター管内） 

衛生管理研修会 ８ 納入指定業者対象（原則２年に１回）開催 
次回は令和７年度開催予定 

学校給食用物資納入 
指定業者登録審査会 

１ 
随時 

次回は８年実施予定（８・９年度登録分） 
新規申請分 

工場等立入検査・視察 随時 異物混入、微生物検査結果等による 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


